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Ⅰ 問題 

 「特別支援教育の推進について（通知）」（文

部科学省，2007）において、各校に特別支援教

育コーディネーター（以下、コーディネーター）

の配置が通達された。特別支援教育推進の中核

的存在となるコーディネーターが、関係者間の

「連絡・調整」を担うことは、連携が機能する

上で重要な要素である（国立特殊教育総合研究

所，2006）。 

ほぼ同時期に、下無敷・池本（2008）が、小・

中学校教員に対し、特別支援教育を行う際に何

が必要か調査したところ、「（人的、物的、時

間的な）職場環境の改善」という回答が最多で

あった。それから 10 年以上経過した現在も、そ

の改善はあまり進んでいない状況が見受けられ

る。また、小学校の教員は、特別支援教育の理

解・技能及び特別支援教育に対して、積極的な

評価や高い関心を寄せ、学習や研修の必要性を

感じる傾向にあるが、中学校教師には、その傾

向が低いことが明らかになった（小島・吉利・

石橋・平賀・片岡・是永・丸山・水内，2011）。  

さらに、教員勤務実態調査（文部科学省，2016）

によって、中学校教員の一日当たりの学内勤務

時間が平均 11 時間 32 分で、過労死ラインとさ

れる時間外勤務 80 時間以上の教員の割合は全

体の約 6 割に達している状況が公表され、神林

（2015）が言うところの、部活動や成績処理と

いった多岐に渡る「周辺的な職務」に忙殺され

ていることも分かった。これでは、小・中学校

間の特別支援教育の推進上において、偏りが生

じかねないことが容易に予想される為、中学校

のコーディネーターの連絡・調整業務遂行上の

実態や背景を明らかにし、円滑な連絡・調整業

務の推進を目指すことは、中学校における特別

支援教育推進上、意味があると考える。 

Ⅱ 目的 

本研究では以下の 3点を明らかにし、中学校

における円滑な連絡・調整業務の推進の要因を

検討する。 

・コーディネーターの連絡・調整業務の実態 

・コーディネーターの職務状況 

・特別支援教育推進にかかる学校体制 

なお、本研究を実施するにあたり、国立大学

法人上越教育大学における審査必要性チェック

シートにおいて、倫理指針に抵触しないことを

確認した。 

Ⅲ 研究Ⅰ 

１ 目的 

コーディネーターの連絡・調整業務の実態、

職務状況、特別支援教育推進にかかる学校体制

を明らかにする。 

２ 方法 

 北陸地方Ａ県内の中学校、中等教育学校、義

務教育学校 151校に調査依頼し、研究協力が得

られた 51 校のコーディネーター51 名に郵送に

よる質問紙調査を実施し、回答のあった 42名の

結果を集計した。調査項目は予備調査を経て確

定した、①回答者のコーディネーター経験につ

いて②回答者が行ってきたコーディネーターの

連絡・調整業務③コーディネーターの職務状況、



④特別支援教育推進にかかる学校体制を用いた。 

３ 結果と考察 

 回答者が行う連絡・調整業務の対象は、主に

教職員だが、実際の支援場面では、医療など多

くの外部機関とのかかわりが多くなることが分

かり（表 1）、これがコーディネーターの力不足

を補い支える点から（宮木・柴田・木舩，2010）、

「外部機関との連携の仕組み」の確立が、連絡・

調整業務上の円滑性の第一要因だと考える。 

又、全回答者がコーディネーターと他分掌を

兼任し、その多くが業務遂行の為に時間外勤務

をしていることから、教育実行再生会議（2016）

が提言するコーディネーター専任化よりも、「コ

ーディネーターの校内における役割の明確化や

業務を精選していくこと」（宮木・木舩，2011）

が、円滑性の第二要因だと考える。 

自校職員の特別支援教育の対象について尋ね

たところ、概ね理解していると考える回答者が

いる一方（表 2）、理解の低さを嘆く具体的な記

述が幾つかあったことから、宮木ら（2010）が

述べる、「全ての教職員が特別支援教育について

知識や理解を深められるような機会や場が提供

されること、またその内容や持ち方についても

検討されること」が円滑性の第三要因であると

考える。 

 

以上の三つの要因を成立させるには、「特別支

援教育推進に向けて管理職によるバックアップ

があること」が第四要因だと考えられ、管理職

が特別支援教育に対する意識を持ち、何らかの

反応を示し、コーディネーターと連携していく

ことは重要であると考える。 

しかしながら、円滑性を生み出す為には、村

田・青山（2016）が述べた、関係者間の齟齬や

支援の行き詰まりを打開する為に、コーディネ

ーターが講じた手立て・工夫「翻訳」のように、

「コーディネーターも何らかの手立て・工夫を

連絡・調整業務上で用いること」が肝要であり、

これが円滑性の第五要因であると考えられる。 

 以上の五つの要因が、連絡・調整業務を円滑

に行う為に必要になると判断する結果となった。 

Ⅳ 研究Ⅱ 

１ 目的 

 コーディネーターの円滑な連絡・調整業務が

行われ、成果が見られた実践の背景要因を事例

的に明らかにする。 

２ 方法 

研究Ⅰで提示した五つの要因の内、「外部機関

との連携の仕組み」を除く四つの要因を満たし

ていることから、連絡・調整業務を円滑に行っ

ていると判断され、研究協力を得られたＡ県Ｂ

市立Ｃ中学校のコーディネーターⅮ教諭に、

ZOOMを介しての半構造化面接を行った。質問項

目として、①Ｄ教諭の連絡・調整業務の事例の

実態②Ｄ教諭の職務状況③特別支援教育推進に

かかるＣ中学校の校内体制について尋ねた。 



３ 結果と考察 

Ｄ教諭から寄せられた連絡・調整業務の事例

は、保護者が不登校傾向の生徒を、通常学級か

ら特別支援学級へ転籍させるように強く希望し

ており、当事者である生徒の希望が分からない

中で行われたものであった。生徒は口数が少な

く、保護者に押されるままに支援学級に入級す

るか否かの際にあったが、特別支援学級入級の

意思確認という最終段階において、「転籍は嫌だ」

と生徒自らが伝え、通常学級での支援を行って

いくことになった。Ｄ教諭が円滑な連絡・調整

業務を行うことができている要因を、この事例

を基に分析した結果、連絡・調整業務を実施す

る際に、Ｄ教諭自身が講ずる以下の三つの手立

て・工夫があげられる。 

一つ目は、話し合いの場面において、対象者

の情緒の安定を図ることを通して、その真意を

打ち明け、共有できるように促している点であ

る（西村,2018）。Ｄ教諭は生徒のはかばかしく

ない反応を流さず、小さな呟き、表情をつぶさ

に観察し、必要に応じて再度説明したり、返答

を急かす保護者に対してストップをかけたりと、

時間をかけて生徒の意思を確認していた。Ｄ教

諭は、口数が多く、決断を急かすような保護者

の下、この生徒は「今まで何か言ったとしても

親に聞き入れてもらっていないのではないか」

という印象を受けたという。そこで、じっくり

生徒と向き合い、時には保護者の言葉にストッ

プをかけ、生徒自身の言葉を語るように促した

ことで、生徒の情緒は安定し、自分の意思を明

示することができたのではないかと考える。 

二つ目は、支援の実施に伴い、被支援者と支

援者間で一つの目標を考え、取り組むことを通

して、共有・共感の機能を高め合う関係性を作

ることを重視している点である（西村,2018）。

Ｄ教諭は、メインの支援者に当たる学級担任が、

支援の必要な生徒に個別に関わりながら関係を

構築し、学級担任と生徒が一緒に目標を考え、

それに向かって取り組んできたことを分かち合

うことで、共有・共感の機能が高められるよう

な支援方法を考え、実践している。生徒にとっ

て、学校生活で近しい存在になると考えられる

担任が、共に目標に向かって支援していくこと

は、Ｄ教諭が目指すところの、教職員が生徒に

とっての伴走者となって行う形の支援に該当し、

生徒は伴走者の下で己の課題に向き合い、乗り

越えていくことを通して、自身の行動調整機能

を自分で調整できるようになっていくと考える。 

三つ目は、継続的な支援の重要性を理解し、

一過性のものに留まらないような支援方法を考

案し、実施しようとする先を見通す視点を持っ

ている点である。この事例の生徒の支援に限ら

ず、Ｄ教諭は個別の指導計画を基に、「三週間ワ

ンサイクルで実施するベビーステップ」な支援

を考案し、実施している。一週目は、支援に当

たる教諭、支援を受ける生徒共に新しい支援に

慣れる為の様子見をし、二週目は、生徒が支援

の内容を忘れていないか、理解しているか等に

教師が注意を払う、教師主導の支援を行う。そ

して、三週目は、生徒の力に任せて教師は見守

り役に徹し、その上で、生徒と、「今後もこの支

援を継続するか、または別の支援に変更するか」

を決定する。 

以上のＤ教諭による手立て・工夫以外で、円

滑な連絡・調整業務を行えている要因として、

Ｄ教諭が、全ての教職員への特別支援教育の知

識・理解を深められる機会や場として、特別支

援教育に関する校内研修を毎年開催している点

や、特別支援教育に関する業務に特化した特別

支援教育部が各学年部と並立して設置され、Ｄ

教諭をはじめとする、特別支援教育に携わる教

職員が連携しやすく、かつ業務に専念しやすい



環境が確立している等、Ｃ中学校における特別

支援教育推進にかかる学校体制が確立されてい

る点と、この学校体制づくりを管理職が率先し

て行う等、管理職によるバックアップが受けら

れている点があげられる。 

Ⅴ 総合考察 

コーディネーターによる円滑な連絡・調整業

務が行われる要因を明らかにする為に、①コー

ディネーターの連絡調整業務の実態②コーディ

ネーターの職務状況③特別支援教育推進にかか

る学校体制について分析した結果、①では、

「他者とのつながり」が、コーディネーターの

力不足を補い支える役目を果たしていると考え

る。Ⅾ教諭は特別支援教育に長く携わり、コー

ディネーターとしてのキャリアにも厚く、支援

の実践力に長けているが、今回の調査では、コ

ーディネーターを務めて１年目の回答者も多

く、中には、「自分は満足な連絡・調整業務が

できていない」という記述も見られた。このよ

うな場合、コーディネーターを補い支えてくれ

るような、「他者」に当たる外部機関との連携

の仕組みが整えられていることは重要であると

考える。 

②では、コーディネーターの「役割明確化・

業務精選」がなされれば、兼任体制のコーディ

ネーターの負担が多少なりとも軽減され、コー

ディネーター自身の職務理解や、実践を促進し

得ると考える。Ⅾ教諭は、特別支援教育推進の

中核的存在として、毎年校内研修を実施し、

「全教職員の特別支援教育への知識・理解の深

化」を促すことができるような機会や場の提供

は勿論、その内容や持ち方についても検討する

等、意欲的に職務に臨んでいる。コーディネー

ターの負担軽減は、結果的に、全教職員の特別

支援教育に対する心理的な敷居を下げ、理解に

繋げていく効果が望めるのではないかと考え

る。 

③では、「管理職によるバックアップ」があ

ることで、校内の特別支援教育にまつわる事柄

への共通理解がより図られやすくなると考え

る。Ⅾ教諭が所属するＣ中学校では、特別支援

教育に関する業務に特化した特別支援教育部が

各学年部と並立して設置され、Ⅾ教諭を含む部

内の教職員同士で連携がとりやすく、特別支援

教育に関わる業務も行いやすい環境が確保され

ている等、管理職によるバックアップの下、特

別支援教育推進にかかる学校体制が確立されて

いる。 

又、以上の事柄が成立している時に、コーデ

ィネーターは、自ら連絡・調整業務上における

手立て・工夫が最も講じやすくなるのではない

かと推察する。 
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